
　住民税非課税世帯向けおよび家計急変世帯向けの臨時特別給付
金の提出期限が迫っています。区から送付された確認書や申請書
を紛失した方、期限までに提出できない方は、コールセンターに
お問い合わせください。また、申請書以外の提出書類が未提出の
方は、お早めの提出をお願いします。
　本給付金の受給は令和３年度非課税世帯分または、令和４年度
非課税世帯分のいずれか１回限りです。住民税均等割非課税世帯
向けの給付金と家計急変世帯向けの給付金を重複して受給するこ
とはできません。また、他自治体からすでに支給を受けた方も対
象になりません。
【問い合わせ】
葛飾区非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
☎ 03 - 6837 - 8506
【担当課】　福祉管理課

【提出期限】　9月 30日㈮（消印有効）

【担当課】　福祉管理課
　いずれも支給要件など詳しくは、区ホームページ（緊急小口資金な
どの特例貸付は葛飾区社会福祉協議会ホームページ）をご覧いただく
か、お問い合わせください。
【申請期限】　９月 30日㈮（消印有効）

住居確保給付金の特例措置
　離職や廃業から２年以内の方、休業などにより収入が減少した方に
向けた住居確保給付金の特例による再支給です。住居確保給付金を申
請した方のうち、職業訓練を受講している方は、９月 30 日㈮まで職
業訓練受講給付金の支給も受けられます。
【問い合わせ】　
自立相談支援窓口　☎ 03 - 5654 - 8625

生活困窮者自立支援金
　社会福祉協議会で総合支援資金（特例貸付）の再貸付を受けた世帯お
よび不決定を受けた世帯などに対し、就労による自立などを図るため
の支援金です。今回の延長により新たに支給対象となる可能性がある
方に対し、順次申請書類を送付する予定です。
【問い合わせ】
葛飾区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
コールセンター　
☎ 03 - 6838 - 9149（月～金曜日（祝日を除く）／午前８
時 30 分～午後５時）

緊急小口資金などの特例貸付
　休業・失業などで収入が減少し、生活資金にお困りの方へ向けた緊
急小口資金、総合支援資金（初回貸付）の特例貸付です。
【問い合わせ】
葛飾区社会福祉協議会　☎ 03 - 5698 - 2457

新型コロナウイルス感染症
給付金などの申請期限が延長されました

関連情報関連情報新型コロナウイルス新型コロナウイルス新型コロナウイルス新型コロナウイルス
引き続き基本的な引き続き基本的な

をを
� お願いします� お願いします
感染対策感染対策

会話をする際などの
マスクの着用 小まめな

手洗い・消毒

３密（密閉・密集・密接）の回避 少しでも体調に異変を感じる場合は、
外出や人との接触を控える

小まめな換気
（エアコン使用中も定期的に
窓やドアなどを２カ所開ける 
など）

　接種場所をお探しの方は葛飾区新型コロナワクチン
コールセンターへお問い合わせください。
　

☎ 03 - 6625 - 7453（毎日／午前９時～午後６時）
℻ 03 - 4531 - 8196（聴覚障害のある方など）

新型コロナワクチン接種新型コロナワクチン接種

▶喉の痛みや発熱、咳、だるさなどがある方
　まずはかかりつけ医に電話相談してください。かかりつけ医
がいない・休診の場合は、次の電話窓口に相談してください。

●葛飾区新型コロナ受診相談窓口　☎ 03 - 3602 - 1376
　（月～金曜日（祝日を除く）／午前８時 30分～午後５時 15分）
●東京都発熱相談センター（毎日／ 24時間）
　☎ 03 - 5320 - 4592　☎ 03 - 6258 - 5780
●東京都医療機関案内専用ダイヤル（毎日／ 24時間）
　☎ 03 - 6732 - 8864　☎ 03 - 6630 - 3710　
　☎ 03 - 6636 - 8900
▶感染したかもと不安、感染予防について相談したい方
　☎ 0570 - 550 - 571（毎日／午前 9 時～午後 10 時）

新型コロナウイルス関連相談新型コロナウイルス関連相談
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葛飾花火大会葛飾花火大会
「中止」のお知らせ「中止」のお知らせ

　第56 回葛飾花火大会は、
皆さんが安心して楽しめる大
会の運営が困難なことから

「中止」となりました。
【問い合わせ】　
葛飾納涼花火大会実行委員会
事務局（観光課内）
☎03 - 3838 - 5558

【担当課】　観光課

臨時特別給付金の提出期限が迫っています
住民税非課税世帯の方へ
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